
告 示

〇都市計画の変更の決定………………………………………………………（都市計画課） ３３

告 示

北海道告示第７７４号

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定により、都市計画を次のとおり
変更した。
その都市計画の図書は、北海道建設部まちづくり局都市計画課に備え置いて、一般の縦覧
に供する。
平成２１年１１月２４日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 都 市 計 画 の 種 類 道路
２ 都市計画を定めた土地の区域
種 別 名 称 起 点 終 点 主 な 経 過 地
幹線街路 ３・３・１０号 共 栄 通 帯広市稲田町西１線 帯広市西１２条南１丁目 帯広市西１２条南１７丁目
同 ３・２・３０９号 ２丁目通 芽室町西８条２丁目 芽 室 町 東 芽 室 芽室町東７条２丁目
（縦覧に供する都市計画の図書のとおり）
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